
会議の名称

出  席  者

「世田谷区自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画
中間見直し」（案）について

土木部

砧モデル地区デマンド型交通の本格運行について 道路・交通計画部

民間路線バス事業者への行政支援の実施について 道路・交通計画部

世田谷区第四次住宅整備後期方針（案）について 都市整備政策部

子育て・若者夫婦世帯の定住応援・住み替え応援事業の実施について 都市整備政策部

備　　考
所  管  課

(会議録作成所管)

【意見等】
・子育て・若者夫婦世帯が区内に定着することで、地域の活力の維持・向上を図ることを目的とし
て、これらの世帯を対象とした定住応援・住み替え応援事業（事業愛称「ずっと、世田谷。」）の実
施について決定する旨の説明があった。
・事業に対する効果を検証するため、申請者へのアンケートの実施を予定していると説明があり、目
的としている効果及びその効果の図り方について議論がされた。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

区長、中村副区長、清水副区長、松村副区長、教育長、技監、世田谷総合支所長、玉川総合支所長、砧総
合支所長、烏山総合支所長、政策経営部長、総務部長、区長室長、生活文化政策部長、環境政策部長、保
健福祉政策部長、都市整備政策部長、教育政策・生涯学習部長

会　議　録
令和７年１２月２２日開催政策会議

開催日時
令和７年１２月２２日（月曜日）午前９時から
　　　　　　　　　　　　　　　午後０時１０分まで

政策経営部　政策企画課

審議概要 1

【意見等】
・「世田谷区自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画中間見直し」（令和８年度～
12 年度）について、区民意見を受け庁内での検討、自転車等駐車対策協議会において学識経験者から
の意見聴取等を行い、総合計画の記載を一部修正し「総合計画中間見直し」の案をとりまとめたので
決定する旨の説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

2審議概要

【意見等】
・公共交通不便地域対策として取り組んでいる砧モデル地区デマンド型交通の実証運行について、公
共交通不便地域における移動手段の確保だけではなく、利用者の福祉の増進や地域の活性化を促し、
外出しやすく住みやすい街づくりに寄与していることから、令和８年４月以降における本格運行の実
施を決定する旨の説明があった。
・Web登録者を今後も増やしていくために、区のSNSにて案内をしていくなど、工夫をしてほしい旨の
意見があった。現在、区内のイベントやスマホ教室等と連携をして、対面でWeb登録の案内をしている
ため、加えてSNSの活用も検討する旨の回答があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 3

【意見等】
・世田谷区地域公共交通計画の基本方針「誰もが安全・安心・快適に移動できる世田谷」を踏まえ、
持続可能な地域公共交通の実現を図るため、利用者の減少や運転士不足等により厳しい状況にある民
間路線バス事業者に対して、行政支援を実施することを決定する旨の説明があった。
・他の自治体の支援状況等も確認をして、比較検討をするよう意見があり、確認をする旨の回答が
あった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 4

【意見等】
・令和８年度から令和12年度までの「世田谷区第四次住宅整備後期方針」について、これまでの区の
取組みの実績等を評価・分析し、今般の社会動向の変化への対応や、住宅委員会からの提言をもとに
取りまとめたので決定する旨の説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 5
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